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◊川崎市消費者の利益の擁誤及び增進

に関する条例施行組則の一部を改正

  する規則（吊5号）337

◊川崎市立労働会館条例施行規則の一

  部を改正する規則{祐6号）…337

◊川崎市公害防止等生活環境の保全に

関する条例の一部を改正する条例の

  施行朗日を定める規!(II ¢第7号）337

◊川崎市公害防止等生活環境の保全に

問する条例施行規則の--部を改正す

  る規則{染8号）338

告 示

  ◊追路区域の変更（弟iil号）352

  ◊造路の供用問姶（策W号）352

  ◊道路区域の変更（第fi3号）352

  ◊道路の供用開始（弟G4号）   352

  ◊自転車等の撤去と保於（第6がH  352

◊公共下水迫の供用及び下水の処理の

  開始（第枇号）353

◊公甚防止等生活環境の保金に関する

条例施行規則第39粂凉2項拵.3号イ

のただし寄に定めるダイオキシン類

  の測定方法（索67ぢり354

公 告

◊条刺環境影響評価明備書の公告¢第

  57号）354

  ◊道路位置の指定（姑M号）355

  ◊道路位®の指定（弟卯号）355

◊tiH発行為に関する工事の完了（第60

   -v)  355

  O—般競争人札の執行（第61号）356

◊川崎都市計画特別妓地保全辿区の案

  の縦覧¢第¢52号）357

0)11崎都市計幽特別録地保全地区の変

  更の案の縦覧〈第63号）357

◊大規模小売店舗立地法に基づく亞更

  の屈出¢第64号）357

◊大規模小売店澗立地法に基づく変更

  の届出（第65号）358

◊大規槌小売店舳立地法に基づく変更

  の届出（第66び）358

◊環境影響評価に間する条例による条

  例見解書の公告 く第67号) 359

◊粂例®境影擲呼価準脚抒の公告¢第

  68号）.359

◊大規模小売店鋪立地法に基づく変更

  の届出（第69号）360

◊女規模小売店鋪立地法に基づく変更

  の届出¢第70号）     361

◊開発行為に関する工事の完了 (第71

  号1 361

◊開発行為に関する工事の完了（第72

◊開発行為に関する工事の完了 (第73

◊川崎都市計画高度地Kの変更の某の

  縦覧（第74号> 362

◊川崎都市計画防火地域及び準防火地

  域の変更の案の縦覧（第75号）362

◊川崎都市計画第一種市街地再問発事

  業の案の縦覧（第76号）362

◊川崎都市計画高度地区の変更の案の

  綬覧〔第77号） 363

◊川崎都市計画用途地域の変更の案の

  縦覽¢第78号）363

OJII崎郞布計画地区計画の変更の案の

  縦覧（第79号）3G3

◊川崎都市計画地区計画の変更の某の

  縦覧（第SO号）364

  O—般競争入札の執行（沁81号）364

◊開発行為に関する工$の完了（第ぬ

  ◊環境影®評価に関する条例による条f
  例見解書の公告(第83号) 372

公告（調達）
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 る。

平成18年2月2SB

川崎市長阿部孝夫

川崎市規銅第7号

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

条例め--部を改jEする条例の施行期日を定

める規則

川崎市公害防lh等生活環境の保全に関する条例の-部

を改王する条例（平成17年HI埼市粂例第恥号）の施行期

 πは、平成is年1〇月1πとする。ただし、第12章の次|こ

I單を加える改正規定（第127条の3及び第127条の9に

係る部分に限る。）の柿行朗日は、平成IS年3月1日と

する。

川崎市公K防止等生活環境の保全に問する条例飾行規

則の一部を改正する規則をここに公/|iする。

平成:Lfl年2月28日

川崎市長阿部孝-夫

川崎市規則第&号

川崎市公害防止等屯活環境の保全に関する

条例施行規則の一部を改正する規則

ni崎市公甚防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則 く平成12年川崎市規則第I2S号）の一部を次のように

改IEする。

B次中

1'第W章混暖化物質の排出抑削（第92粂)」

を

I萌10章温峻化物質の排出抑制（防92条）

第10章の2 建築物に係る環境への負荷の低減（第

  92条の2 -第92粂の|2> 」

に改める。

第39粂第2頂第3号イに次のただし書を加える。

ただし，別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉

のうち焼却能力が1時間当たり2,000キログラム未

満の施設については、次に掲げる方法であって十分

な精度を有するものとして市長が別に定める方法に

よることができる。

Iア）ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結

合することを利用した方法

け）ダイオキシン類を抗原とする杭原抗体反応を利

用した方法

第10章の次に次の1車を加える。

第】0帝の2 建築物に係る環堆への負荷の低減

(特定迅悠物の範囲）

弟92条の2 条例第127条の4第1項に規定する規則で

定める遂築物は、一舁逮ての住宅及び畏思以外の建築

物とする。

(特定建築物環境計画界の提出）

箱92条の3条例第127条の4第1頂第6号に規定する

規則で定める事項は、次に掲げる學項とする。

m建築基準法（昭和25年法律第201号）第6粂窮1

項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請

の予定年月日又は同法第13条第2項に規定する計画

の通知の予定年月H

!21工事完了の予定年月日

13)その他市長が必要と認める事項

2条例第127条の"3第1項の規定による提出は、特定

建築物環境針画書（第36号様式}により行うものとす

 る。

(特定建築物環境針両併等の公表）

酢92条の4条例第127条の4第2項（条例第127条のS

第2項において準用する場合を含む、次項において同

じD)に規定する規則で定める事項は，次に杞げる事

項とする。

11}特定建築物の名称及び所在地

m特定建築物の概要

  （3) 特定迅築物に係る環境負荷抵減措置等に閲する事

項

  (4) 前号に規定する環境負荷低減格®等についての特

定建築物に係る環境性能の評価に関する事項

  (5) その他市畏が必要と認める事項

2条例第127条の4第2項の規定による公表は、前項

各号に掲げる事項を記戟した書面を，川崎市環境局そ

の他市長が必要と認める場所に備え置くことにより行

うものとする。

¢特定建築物環境計画經等の変更の届出等>

策&2条の5 条例第127粂の5第1項及び第2項¢条例

染127条の8第2項において準用する場合を含む。）の

規定による届出は、特定{特定外）建築物環境計画害

変更届出杏（第37号播式）によh行うも汐とする。

  1 条例第127条の5第3項（条例第127条のS第2項に

おいて堆用する楊台を含む。）の規定による公表は、

変更後の計画書公表事項を記戰した書面を・川崎市環

境局その他市長が必要と認める堪所に備克置くことに

より行うものとする。

(新築等の取りやめの屈出等）

第92条の6条例第】27条の6第1項¢条例第127条のS

第2項において塑用する場合を含む。）の規定による

届出は，特定（特定外）建築物取りやめ届出御（第37

号様式の2)により行うものとする。

  2 条例第127条のS第2項¢粂例帝127条の8第2項に

おいて準用する場合を含む。次項において同じ。）に

規定する規則で定める事項は，特定建築物の新築等を

取りやめたgその他市艮が必要と忍める事項とする。

3条例第127条の6染2項の規定による公表は・前項

に規定する¢項を記載した普面を、川崎市環境局その
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(特定外）建寨物エ，完了届沁92条の7

冶I頂

分讓共同住宅項境性能表示（変更）あ沁あの11

  祕出香¢fsiia

  特定外述狼物環境計面稗的92条の9

弟2項

特定（W定外）建寨物]!Xりやめ届

diS

め92条の5

め1頂

特定（特定外）建築物環境計呵匪芯92条の5

  奕更屈出務攻

  特定迷築物項埃iii画香泊似粂の3

祐2 Hi

36

3 7

37の2

37の3

3 7W1

3 7の5

定める事項は、次に掲げる事項とする。

(II助告を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては、その代表者の氏名

(21特定建築物又は特定外建築物の名称及び所在地

(31酌告の内容

様式P次中

i 36削除

  37 1111除

を

に改める。

第36号様式及び第37号様式を次のように改める。

J

  UI 崎 市 公報（第い54号）平成i8年3 310日

他市挽が必要と認める場所に懺え，<ことにより行つ

ものとする。

<エ卒完了の閤出-等）

第92条の7 粂例第127条の7襖1項¢条例解127条の8

第2項において準用する場合を含むa)の規定による

届出は、特定（特定外> 建築物て事亮了閤出會（第37

号様式の3)[こより行うもの’とする。

2 条例弟]27条の7第2項（条例第127条の8第2項に

おいてけ!用する場合を含む。次項において同じJに

規定する規則で定める事項|i、J:事が完了した日及び

第92条の4第1項第1号から第4号までに掲げる事項

とする。

3条例第127条の7第2項の規定による公表は，前項

に規定する事項を記®した書面を、川崎市汲境局その

他市投が必要と認める場所に備え置くことにより行う

ものとする

(特定外建築物の範囲）

第92条のS条例第127条の3第1項に規定する規則で

定める迅築物は、一戸建ての住宅及び畏障以外の建築

物とする。

<特定外建塞物環境計画書の提出）

第92条の9 条例第127条の8窮1項第6 vに規定する

規則で定めるく項は、次に掲げる事項とする。

ilJ建築基準法第6条第1項若しくは弟6条の2第1

項にm定する確認の申請の千定年月□又は同法第is

条第2項に規定する計画の通知の予定年月0

  [2) エ屯完了の予定年月3

  [3) その他市長が必要と認める事項

2 条例弟127条の8第1項の規定による提出は、特定

外建築物環境計両齊¢第37号様式の4)により行うも

のとする。

<分相典同住宅邇境性能表示の広告への表示）

第92粂の10条例第127条の川第1項及び弟2項並びに

第127為の13第i頂及び第2項に規定する規則で定め

る広苫は、次に掲げる広告であって、価格及び間取り

力?表示されるものとする;.

DJ新開紙、雜誌，ピラ・パンフレットその他これら

に類するものにK載される広告（当該広告に保る面

積が&2,370平方ミリメー トル以下である広告を除く。)

{2}屯磁的方法 <.屯子情報処理組綾を使用する方法そ

の他の情報通信凉の技術を利用する方法であって市

畏が別に定めるものをいう。）による広告

〔分讓共同住宅環境性能表示の表示の届出)

第92条の11条例第127条の11及び第127条の14の規定に

よる祐出は、分滴共同住宅環境性能表示（変更）届出

書（第37号様式の5> [二より行うものとする。

(公-衣）

第92条の12条例第]27条の17第3項[こ規定する規則で

   ・・ム、ト・べた hv=1 二, : :,, ・ ・ ・ゝ?/j ;た i-ii

 定
e

特',1,
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平成比年3月 川崎 市 公報

第3 7号律式の4戊8

年月日

(あて先）川崎市畏

号

住所

  氏名ぼ

GfeAにあっては、名称及び代表者の氏名）

川峰市公巷防止等生活環境の保全に55する条例第1£7条の8第1項の規定により、次のとおり提出します。

特定外

建策主

フリガナ

氏名

(法人にあっては.名称及び代去者の氏名）

  棘科-

住 所

( >

2設計者

    賢格（）酸士（）登録第号氏名

   ¢¥±粘酪{ 号

      獅碑- 所棚号( )

特定外

建築物

3環境計

南害作

成者

4連絡先

氏 名

  郵縣号-

住 所

受
付

処

捏

棚

特
記

棚

備考I※印のある欄は、記載しないでください。

2この計一1±、特定外ごとに提出してください。

3氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人娥人にあっ
ては・その代表者）が署名することができます。

・-f
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  川 崎 市 公報（第U54号）平成18年3月WE]

GK>

特定外建®物の

名称及び所在地

フリガナ

名称

me#

6
特

定

外

建

築

物

の

ffr

¢1）工事種別    □統口職□微

1床固積
&の合計

    届出部分届出以外の部分合計

    ( m") ( irfl( m1)

  (3)用途

  (4)構造

^¢-・L高さ及
tび階数     ( )m 〇¢上限、迫下階）

要⑻球*手予（6）定年月日 年月日

特定外¢築物に

係る環境負荷抵

滅措・等に関す

る事項

環境負荷低減播

置等についての

R特定外建築物に
係る環境性能の

評価に関する專

項

確謀申請予定年

9月B又は計画通

知予定年月日

年月日

10

11

工事完了予定年

月日
年月日

  備考

備考1Doあるffl[こは，該当する口内にレ印を記載してください，

2 U)付近朗!図、（2)®g図、（3)各階平面図・M)立醐、（5)晒図及びt6)その他市長が必
要と認めるものを添付してください。

―ふ1 i ―
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  <猪1，454号）平成18年3 RIO L! HI 崎 市 公報

第37号賦CR)

特定（特定外）建築物環一§*^更届出番

年月日

(あて先）川崎市畏

番号

住所

  氏名印

彼人にあっては、名称及び代表者の氏名）

川崎市公者防止等生活S賊¢保全にKtる条例第127条の第項の規定により、次のとおり届け出ます。

特定（特

1定外）建

駐

フリガナ

氏 名

¢法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

  獅番号-

住所

   号t )

2設計者

    資格¢ ) < 号邸

     解±*務触( )建築±事務所¢ )知事登跡号

      邦便番号- 所蜘電話番号C )

特定（特

定外）建
3

計融作

棘

4連絡先

氏 名

  綱群-

住 所

¢1^号

※
受
付

処

理

棚

特
記

棚

備考1※印のある欄は、記®しないでください〇

2この届出害は-一時定（特定外）轉物ごとに提出してください。

3氏名（法人にあっては，その代表者の氏名）を記載し，押¢することに代えて，本人（法人にあ
ては、そのf^^・)が署名することができます。

-342-
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川 市

公 報 (第1，454号）平成18年3 R10日

3

on

條(概外）建

5 Sftft¢名称及び

所在地

フリガナ

名称

6
特
定

特

定

外

建

要

物

の

番

要

¢1)工事種別    □統口触□城

 ⑼床面β
©合叶

    届出部分届出以外¢部分合針

    C πθ ¢ mつ C it〇

  ⑶用5&

  (4)構造

¢5) * リ
び隋数

    ( )m Oft 一h 軋地下衡

⑻XWI手予
（6）定年月日 年月日

概臟外）建

策物に係る環境

負荷低減楢・等

に関する事項

璋凍A荷低城楢

・等についての

概（特定外）津

築物に保る環境

性飽の評価C関

す*事項

確認申購予定年

9月日又は計睡通

知予定年月日

年月日

工事完了予定年

 月B
年月日

  11備考

備考11から1◦までの項についてs、変更があった事項についてのみ記職してください，
  2 Doある擲には，該当する□内にレ部をgasしてください・

  3 (1)付近見¢Sk (2)EB0、（3)各Pi平面E3、（4)立面E、〔5)断面図及び¢6)その他市長が必
要と認めるもののうち、変更しようとする事項に係る図面等を添付してください。
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  (¢1,454号> 平成1牌3月10日川綺市 公報

拓37号樣式の次に次の4律式を加える、

第3 7号楼式の2 <表）

特定（装淀外）建?擁5取りやめ届出番

年月 B

(あて先）川*f市畏

鞭醬号

住所

  氏名ぼ

(法人にあっては、名称及び代浪者の氏名）

川崎市公害坊止等生活環境の保全に関する条例第127条の第項の規定により、次のとおり届け出ます。

特定（特

1定外）建

駐

ブリガナ

氏 名

人にあっては、名称及びの氏名）

  載便番号-

住 所

¢ )

2設計者

    資格C )建築士（)恕§薄号氏名

   C ) 号

    - 所抛( )

3速給先

氏 名

  号-

住所

号

※

受
付

処

理

欄

※

特
記

棚

備考1※印のある析|は、嫌しないでください，

2この届出番|ム特定（特定外）趙¢物ごとに提出してください。

3氏名映人にあっては，そ®代表者の氏名）を記Rし、押印することに代えて・本人彼人にあ

ては、その・raoが署名することができます。
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  川 崎 市 公報（第1，454号）平成18牟3月川日

衡

特定（特定外）廉

4集物の名称及び

所在地

フリガナ

名称

所鞠

5敗りやめた日 年月日

  6灘考
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¢SSW54号）平由】fl年3月10日

川 市

公

報

第3 7号様式¢13 96

特定（特定外）建翻Tエ特了届出番

年月日

<ぁて先）川埼市畏

®便番号

住所

  氏名印

こあっては、名称&びの氏名）

川崎市公有防止等生活職の賤に関する条例第127条の第一項の規定により、次のとおり届け出ますi

特定（特

1定外）建

駐

フリガナ

氏 名

(&人にあっては，名称及び代衷者®氏名）

住所

( )

2殺計者

    賊( )建築士（)登録第号 氏名

     綠h秘所名{ )艘i粘所（）知¢独第号
     鞭科- 職電翻̂ { )

3連格先

氏 名

  鞭翻一

住 所

号

受

付

処

理

欄

※

特

記

欄

備考1來印のある棚は、？嫌しないでください。

2この届出害は、特定（特定外）建築物ごとに提出してください，

3氏名（法人にあっては、そ©(嫌者の氏名）を記載し・神印することに代えて、本人波人にあっ
ては.その@者）が署名することができます。
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  川綺市 公報（第い54号）平成13年3月JOB

曲

特定（特定外）建

4築物の名称及ぴ

所在地

フリガナ

名称

所鋤

S工事完了年月日 年月日

  6碑考

一 347 —

iij パ川:・・1 l'し:<・・、《，ん ベ・.・*^:ぐ‘:沼W・・漱視ル・t把.>^.溫SR>み̂^

2



<弟し454号）平成18牟3月IOB III 崎 市 公報

第3 7号賦の4㈱

特紗̂mtHi*

年 月

(あて先）川時布長

軸播号

住所

氏 名

印

¢法人にあっては，名称及び̂者の氏名）

川崎市公苦防止容生活環境の保全に関する条例第I 27条の8第1項の規定により、次のとおり提出します。

特定外

建築主

フリガナ

氏 名

(法人にあっては*名称及び代表者の氏名）

  鞭柄-

住所

¢ )

2設計者

    跡t ) ¢ ）号朗

    号- c )

特定外

建車物

3環境計

画番作

成者

4連絡先

氏 名

  雜柄-

住所

受
付

処

理

欄

特

記

棚

備考1※印のある棚は、モ載しないでください。

この計画番は-.特定斜建築均ごとに捷出してください。

3氏名（法人tこあっては、そ¢>^者の氏名）を記載し、押印することに代えて・本人C法人tこあ-

ては、 その代表者）が署名することができます。

t
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川

市 公 報 (第1,454号）平成18年3月10日

㈱

特定外建®物の

名称及び所在地

フリガナ

名称

所鞠

6

特

定

外

建

築

物

の

苺

要

(I)工事種別    口統□職口磯

h・，床面積
Uの合計

    届出部分屈出以外の部分合計

    C mつ（irf) ¢ m*)

  (3)用途

  (4)構造

⑸$け
び階数

    C ) m (地上階、地下檄

(R1X*着手予
（6）定年月日 年月日

.特定外建築物に

7係る環WA荷低
減指置等に関す

る事項

環境負荷低減措

置等についての

g特定外建築物に
保る環境性能の

秤価に関する事

項

確認申請予定年

9月日又は計画通

知予定年月日

   年月日

10

11

工事完了予足年

月巳
年月日

  備考

      

涌考1□©ある制には、該当する口内にレ印を記載してください。

2 (1)付近見輔、（2)S眼⑶各階平醐，⑷立面乱⑸断面図及び⑹その他市長が必
要と認めるものを添付して ください。
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(弟】、4M号）平成IS年3月ICS

川

崎 市 公報

第3 7号様式の5㈱

分塞供同住額賊̂^ QE®届出番

年 月

(あて先）刀肺成

号

住所

  氏名印

(法人にあっては、名称及びf嫌̂の氏名）

川峰市公害防止等生一の保全に関する条例第127条のの規定により、次のとおり届け出ます。

特定（特定

1外）分譲共

同住宅艘主

フリガナ

氏名

®人にあっては、名称及び代氏名）

  綱番号-

住所

{ )

分麒同輯

2の名称及び所

抛

フリガナ

名称

分賊同住宅

届出* 又は分

翻同¢^1

 Q梯

 π瑞

播

拔̂&^^出會

   供軸E窃賊倒裁媚EH*斜播号偲号）

浅®¢®

ノ

受

付
処

理

欄

特

記

購

備考1※印のある欄は、一しないでください¢

2この届出番は、分篇供同住宅ごとに提出してください，

  3 3の項は，該当する口内にレ印を記載してくださV\分譲共同住窃験性能表示変更届出害にレ印

を記載した揚合は、分譲共同住宅職性麟示届出塞受付番号及び変更の梅園を記載してください，

4氏名（法人¢こあっては・その我̂の氏名）を記Kし、坪印することに代えて、本人（法人にあっ
ては、そのカーすることができます。

  ・・ “ * く'ゾ A/H ゝI'

奴頌:綱塚琢翻2 驗̂^
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川崎 市 公報 (第し454号）平成18年3月10日

¢K)

4広告6 年月日

$販充
受託者

フリガナ

氏 名一

默にあっては' 名称及び者の氏名）

  号~

住所

   <号¢ )

6億考

傅考広雜しくはその写し又は市長:が必要と誌めるもの宏添付してください。

附則

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし,

第39条第2項第3号イの改正規定は，公布の日から施行

する0

.
遵
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